
まちのくらしを支える
取組内容
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施策Ⅰ 施設の高度な維持管理
　本市における下水道は、昭和 28 年（1953 年）に事業着手し、昭和 50 年代から集中的に整備したことで、
現在ではほぼ 100% の整備率を達成しました。これからは、集中的に整備した施設が老朽化を迎えることから、
事業費の平準化に向け、下水道施設をもっと長く大切に使用するなど、高度な維持管理を目指します。

施
設
の
高
度
な
維
持
管
理

Ⅰ

管
　
路

ポ
ン
プ
場
・
浄
化
セ
ン
タ
ー

過去
昭和28年

管路の
整備状況
　現在、下水道管路の延長
は約 1,069km です。（令和
3年（2021年）度末時点）
　今後20年間で標準耐用
年数の50年を超える管路
が急増するため、下水道サー
ビスを損なわないよう事業
費の平準化に向けた更新計
画の立案が必要です。

ポンプ場・浄化センターの整備状況
　昭和50年代か
ら集中的に整備
した施設は建替
え時期が集中す
ることからその
分散が必要です。
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施
設
の
高
度
な
維
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Ⅰ

現在へ

管路の老朽化
　管路が老朽化すると、腐食や劣化により管路が破損し、破損部分から管路上部の土砂が管路内
に流入することにより、地中に空洞が生じ、道路陥没の一因となります。道路陥没の発生により、
交通障害やトイレの使用制限、衛生環境の悪化など、様々な問題が生じます。

管路が破損し
土砂が管路内に流入

●管路内部の劣化進行状況 ●陥没のメカニズムの一例

ポンプ場・浄化センターの老朽化
　土木・建築構造物が老朽化し、鉄
筋が腐食すると、コンクリートの剥落
が生じるなど、下水道施設が持つ本
来の機能を十分に発揮できなくなる
おそれがあります。

●鉄筋の露出とコンクリートの剥落
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の
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な
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Ⅰ

管
　
路

ポ
ン
プ
場
・
浄
化
セ
ン
タ
ー

現在
令和4年

管路の更新状況
　平成20年（2008年）度から令和２年（2020年）度までに約23kmの管路の更新
を実施しました。

ポンプ場・浄化センターの更新状況
　土木・建築構造物
は計 195 棟あります
が、今 後10 年 以内に
構造物の約 60% が標
準耐用年数（50年）を
超えます。

最小限の投資で
最大限の効果を発揮させる高度な施設管理
　本市では今後、標準耐用年数を超える下水道施設が急激に増加することから、効率的な維持管理
手法やデジタル技術を活用し、施設をもっと長く大切に使用するなど、最小限の投資で最大限の効果
を発揮させる高度な施設管理を目指します。

方針
1

●老朽化（更新前） ●更新後

●土木・建築構造物の整備状況
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Ⅰ

　今後、急激に増加する標準耐用年数
を超える管路、ポンプ場・浄化センター
をそのままにすると、市民生活に影響を
及ぼすおそれがあります。

　下水道施設の点検・調査の省力化を図り、データ化
することによって、リアルタイムで精度の高い施設状
態の把握を行います。

　精度の高い施設状態の把握を行うことで、予兆検知
による不具合の予防や既存施設の寿命を延ばし最大
限の効果を発揮させるなど、高度な施設管理を行い
ます。

最小限の投資で
最大限の効果を発揮させる高度な施設管理

効率的な維持管理で
下水道施設を

 もっと長く大切に！

未来
管路

ポンプ場

浄化センター

破損や破損や
故障など故障など

管路

ポンプ場

浄化センター
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ストックマネジメント手法を取り入れた
施設の維持管理

　施設の維持管理にストックマネジメント手法を取り入れることにより、膨大な資産に優先順位を付けて絞り込
み、更新の優先順位が高い施設を点検・調査することで、劣化状態を把握し、更新や修繕の判断をします。そ
の上で予防保全を強化することによって、施設をもっと長く大切に使用し、効率的な施設の更新とそれらに係る
費用の平準化を行います。
　今後、ビジョン期間（10 年間）終了までに管路は約 30km の更新、最終目標として 100 年間で約 1,100km
の更新を目指します。 また、設備はポンプ場・浄化センターの建替えに合わせた効率的なサイクルで更新を実施
します。

　下水道事業におけるストックマネジメントとは、下水道事業の役割を踏まえ、持続可能な下水道事業の実現を
目的に、明確な目標を定め、膨大な施設の状況を客観的に把握、評価し、長期的な施設の状態を予測しながら、
下水道施設を計画的かつ効率的に管理すること。

■ ストックマネジメントとは？

　下水道施設の維持管理手法
は、「予防保全」と「事後保全」に
分けられます。
　「予防保全」は施設が故障する
前に対策を行う手法であり、「事
後保全」は故障の発生後に対策
を行う手法です。
　また、予防保全には、点検で
劣化状況を判定して行う「状態監
視保全」と、一定の周期で対策を
行う「時間計画保全」があります。

取組
1

あなたの日常、
　　　見えないところで
　　　　　　いつも支える 

施
設
の
高
度
な
維
持
管
理

Ⅰ

予防保全
とは…

時間計画保全状態監視保全

車検のように検査をして
悪い部分を交換します

エンジンオイルやバッテ
リーのように走行距離や
一定の期間で交換します

予防保全

事後保全

ヘッドライトの
ように切れてか
ら交換します
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●設備（雨水ポンプなど）

優先順位を２つの
観点（被害規模・老
朽度）から点数評価
し、それぞれの点
数を１～２５に分類
して更新優先度とし
て評価します。

更新優先度の高い施設の点検・調査を実施し、
劣化状態を把握します。

点検・調査で不具合のあった施設
の更新や修繕（予防保全の強化）
を優先的に実施することで、更
新費と更新事業量の平準化を行
います。

優先順位

点検・調査

更新・修繕

点検・調査の実施

下水道施設の更新優先順位

更新・修繕の実施

●設備点検状況

●管路の更新前 ●管路の更新後

●管路調査状況

●管路（大口径管）

施
設
の
高
度
な
維
持
管
理

Ⅰ

雨水排水機能が停止す
ることで浸水被害が生
じるおそれがある設備

破損などが原因で大き
な被害が生じるおそれ
がある管路

最終
目標

管路▶ 約1,100kmの更新
　　　　　　　 （100年間）

1
10年間の

目標

管路▶ 約30kmの更新

1
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標準耐用年数（国土交通省が定める更新の目安）で下水道施設を更新した場合

目標耐用年数（過去の実績から標準耐用年数の1.5 ～ 2.0 倍の年数で本市が独自に設定）で
下水道施設を更新し、建替えに連動した設備の更新と建替え時期の分散化を実施した場合

現　　　状

ストックマネジメント手法を導入した場合

約8,000億円削減

土木・建築構造物 機械設備 電気設備 その他

標　準
耐用年数 50年 概ね20年 概ね20年 概ね15年

目　標
耐用年数

建替えに連動した年数
（概ね70～100年） 概ね40年 概ね30年 概ね30年

ストックマネジメント手法による効果（100年間）

施
設
の
高
度
な
維
持
管
理

Ⅰ
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施
設
の
高
度
な
維
持
管
理

Ⅰ

管径800㎜以上の
管路

管径800㎜未満の
管路 ポンプ設備

人が入ることができる管径
800㎜以上の管路は、目視
による調査を行います。（5
～20年に1回調査）

人が入ることができない管
径800㎜未満の管路の場
合は、テレビカメラによる調
査を行います。（20～30年
に 1 回調査）

汚水ポンプは、15 ～ 20年
に1回、雨水ポンプは、20
～ 30年に1 回、調査を行
います。

代表的な施設の点検・調査方法及び頻度
日常点検に加え、下記の調査を実施します。

予防保全の強化とは？
　ポンプ設備本体や原動機のディーゼルエンジン等
では消耗部品を交換する分解整備を、土木・建築
構造物では定期的な点検と修繕をそれぞれ実施す
ることにより、施設の延命化を図ります。また、建
替えに連動した設備の効率的な更新サイクルを実施
するとともに、建替え時期の分散化を図ります。

●外壁塗装の施工前

●建替えに連動した更新サイクルの例

●外壁塗装の施工後
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施設の劣化予測精度の向上や
故障の予兆検知による耐用年数の見直し

　施設の維持管理にストックマネジメント手法を取り入れるほか、台帳システムを活用した施設の維持管理情報（施
設情報の更新、故障と修繕履歴データ、点検・調査データ）の蓄積と分析を実施することで、劣化予測精度の向
上や故障の予兆検知など、施設の状態をより明確に把握します。今後 10 年間で管路は全調査データ、設備は全
11 施設の維持管理情報の蓄積と分析に取り組み、最終目標は 100 年間で施設の適切な更新頻度（施設ごとの
耐用年数）の確立を目指します。
　また、それらの維持管理情報をストックマネジメント手法に反映させることで、さらなる適切な施設の更新計
画を策定します。

取組
2

施設情報の更新

施
設
の
高
度
な
維
持
管
理

Ⅰ

データベース化
管路やポンプ場・
浄化センターに設
置している設備を
取り替えた場合、
新たな施設の情報
に更新します。

管路やポンプ場・
浄 化センターに
設 置している設
備について日常の
点検・調査データ
を記録します。

施設情報、故障と修繕履歴データ、点
検・調査データを集約し、整理します。

点検調査データの記録

故障と
修繕履歴データの記録

管路やポンプ場・浄化センター
に設置している設備の故障と
修繕内容を記録します。
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最終
目標

維持管理情報を活用した
更新頻度の確立
　　　　　　　 （100年間）

2
10年間の

目標
台帳システムを活用した
維持管理情報の蓄積、分析
管路▶ 全調査データ
設備▶ 全11施設

2

故障の予兆検知
センサー機能など、デジタル技術を用いた常時監視に
よる不具合の予兆を発見する維持管理を目指します。

施
設
の
高
度
な
維
持
管
理

Ⅰ

データベース化 施設の耐用年数の見直し
これまでの修繕履歴データの蓄積だけではなく、
ICT・IoT 技術を取り入れて劣化予測精度の向上を図
ることで、適切な更新時期を踏まえた耐用年数の見
直しを行います。

劣化予測精度の向上
劣化予測データと
実調査データの差
異をできるだけ小
さくし、予測精度
を向上させます。

アナログメーター

現　場 事務所

モーター・ポンプ

無線センター

音の
異常値

メーター
値

適切な更新頻度の確立
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コンパクト化と統廃合検討を踏まえた
施設の建替え

　老朽化するポンプ場と浄化センターは、ポンプ設備などの更新に合わせ、建替え時期の分散化が必要となり
ます。建設当初にはなかった技術の導入や施設の管理体制が大きく変化したことを踏まえ、施設管理の効率化
に重点を置いた建替えを進めます。このビジョン期間（10年間）は、東部雨水ポンプ場の建替えを実施し、早期
の建替えを予定している大庄中継ポンプ場と尾浜中継ポンプ場の建替え用地の確保を行い、90年間で全11施
設のポンプ場・浄化センターの建替えを目指します。

取組
3

施設の建替えスケジュール
　90 年間で全てのポンプ場と浄化センター
の建替えを目指します。施設の建替えは、
下表の通りその時期を分散化した計画とし、
今後ビジョン期間（10年間）では、現在の敷
地内での建替えが可能な東部雨水ポンプ場
の建替えを行います。
　また、その先の大庄中継ポンプ場と尾浜
中継ポンプ場等の建替えについては、必要
な土地の確保を進めます。

●建替え計画スケジュール

施
設
の
高
度
な
維
持
管
理

Ⅰ
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最終
目標

ポンプ場、浄化センターの建替え
　▶ 全11施設（90年間）
建替え用地の確保▶ 6施設

3
10年間の

目標

東部雨水ポンプ場の建替え
建替え用地の確保
　▶ 2施設（大庄P、尾浜P）

3

施設コンパクト化の検討

施設統廃合の検討

　ポンプ場と浄化センターの敷地内には、様々な土木・建築構造物があります。建替え時には、建設当初に
はなかった新しい技術を導入することや施設の管理体制が大きく変化したことも踏まえ、施設規模の見直し
によるコンパクト化を検討します。

　今後、施設管理の効率化と災害により強い
下水道施設のあり方の検討として、複数のポ
ンプ場の統合や、災害を考慮した汚水処理の
相互融通を含めた連絡管の整備などを検討し
ます。
　本ビジョン期間中の東部雨水ポンプ場の建
替えは、将来建替え予定の中在家中継ポンプ場

（雨水棟）の統廃合の検討を含めて実施します。 建替え

複合化

老朽化

A B C

施
設
の
高
度
な
維
持
管
理

Ⅰ

コンパクト化
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施策Ⅱ 良好な水環境の形成

川や海の水質向上

下水の高度処理や水質監視計器設置等による
川や海への放流水質の向上

高度処理化の実施

　本市は古くから工業都市として発展してきましたが、工場や家庭からの汚れた水が川や海に流れ込み、海
の富栄養化を招き、赤潮が発生しました。
　そのため本市では、昭和 28 年（1953 年）から下水道事業に着手し、①公共下水道の整備、②合流式下水
道の改善、③下水の高度処理の３つの取組を実施することで、公共用水域の水質改善に取り組んでおり、今
後も良好な水環境の形成に努めます。

　本市では、公共用水域（川や海）において改善した水質を維持し、さらなる水質向上による良好な水環
境の形成を目指し、デジタル機器を活用した水質監視や下水の高度処理をさらに継続して行います。

　本市の東部・北部浄化センターでは各々 1
系列ずつ下水の高度処理に取り組んでいます
が、ビジョン期間（10年間）で東部浄化センター
においてさらに1系列（全5系列）の高度処理
化に取り組みます。また、最終目標として今後
30 年間で全 5 系列の高度処理化を行います。

　 公共下水道の整備
　家庭や事業所からの汚水を処理する取組を行っています。
　下水道の整備が進むとともに、市内を流れる河川の水質を示す
BOD の数値が年々減少して水質の改善効果が表れています。

　 合流式下水道の改善
　大雨時には雨水と一緒に汚水
を川や海へ放流するため、放流
水質の改善に向けた取組を行っ
ています。
　雨水滞水池の整備、ポンプ場
等に設置している除塵機のスク
リーンの目幅縮小などを行って
います。

方針
2

取組
4

貯留前

凝集剤

無酸素槽 好気槽

NO3-

NO3-

P

P P
P

P

P

NH4＋
NH4＋

NH4＋

NH4＋

NH4＋
NH4＋

NO3-

NO3-

NO3-

N2
N2

空気を送る

脱窒菌

■凡例

硝化菌

N

有

NO3-

P

NH4＋

N2

窒素

有機物 リン

水の流れ

窒素分子

アンモニウムイオン

硝酸イオン

有

有

●東部雨水ポンプ場の貯留施設

1 2

良
好
な
水
環
境
の
形
成

Ⅱ

●下水道整備と河川の水質 （BOD）
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最終
目標

水質監視計器等の設置
　工場や工事現場等から排水された有害物質は
管路及び浄化センターでの水処理に多大な影響
を与えるため、工場排水等の水質基準達成を目
指し、市内 3 処理区において、管路の合流地点
など必要箇所に水質計器等を設置して監視を強
化し、速やかな事業所への指導に活かします。
　また、事業所に対する排水管理講習会の拡充
も行います。

【BOD、COD】
水中に含まれる有機物（汚れ）が分解さ
れる際に必要な酸素量で、数値が高い
と有機物が多いため水が汚染されてい
ると判断できます。

【全窒素、全リン】
湖沼、海域などの富栄養化を促進させ
る一因と言われています。

目標水質の達成に向けて下水の高度処理を推進します。

●浄化センター放流水質状況（平成30年（2018年）度時）

○：目標水質達成　×：目標水質未達成

単位：mg/l BOD COD 全窒素 全リン

目標水質 15 8 8 0.8

東部浄化センター 2.9（〇） 8.9（×） 5.7（〇） 0.1（〇）

北部浄化センター 2.8（〇） 7.1（〇） 5.0（〇） 0.9（×）

　 下水の高度処理
　大阪湾の水質環境基準を達成・維持することを目標に大阪湾流域別下
水道整備総合計画に基づき、富栄養化の原因となる窒素やリンの除去を行っ
ています。

貯留中

赤
潮
の
状
況　
（
出
典
：
公
社 
日
本
下
水
道
協
会
）

目標水質の達成
（BOD、COD、全窒素、全リン）
全施設の高度処理化
　▶ 全2処理場 5系列

4
10年間の

目標 東部浄化センター高度処理化完了
　　（全2系列中 残り1系列）
水質監視計器等の設置
　▶ 全3処理区
排水基準超過率▶ 0 ％

4

3

良
好
な
水
環
境
の
形
成

Ⅱ

インターネット等で監視
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施策Ⅲ 環境負荷の低減
　太陽からの光は地球の大気を通って地面を温め、その地表から放射される熱をCO2 等の温室効果ガスが吸
収し温めることで、人々が快適に過ごせる気温が保たれています。
　しかしながら、産業革命以降、石油や石炭等の化石燃料を大量に使用してきたことで、大気中への温室効
果ガスの排出が急速に増加したため、温室効果ガスが高濃度になり、地表から放出される熱をこれまでより
吸収することで気温が上昇する「地球温暖化」現象が活発化しています。
　こうした中、平成 27 年（2015 年）、地球温暖化対策に関する国際的な枠組みであるパリ協定が採択され
たことで、世界各国で取組が進められており、本市では、令和３年（2021年）６月に「尼崎市気候非常事態行
動宣言」を表明し、市域全体で CO2 排出量を令和 12 年（2030 年）までに平成 25 年（2013 年）比で 50％
程度削減、令和 32 年（2050 年）までに実質ゼロとする目標を掲げました。
　下水道事業では、雨水、汚水ポンプの運転や浄化センターでの汚水処理等での電力消費量が市役所全体の
約 12% を占めるなど多くの資源やエネルギーを消費し CO2 を排出していることから、下水道関連施設での
地球温暖化対策を行い、環境負荷の低減に努めます。

CO2 吸収量再生可能
エネルギー等

太陽光発電 森林からの吸収

環
境
負
荷
の
低
減

Ⅲ



22

ま
ち
の
く
ら
し
を
支
え
る

地球温暖化対策の加速化
　本市の下水道では令和32年（2050年）にカーボンニュートラル（脱炭素社会）の実現にむけて、
省エネルギーや創エネルギー対策に積極的に取り組むことで、令和12 年（2030年）までにCO2

排出量を約15% 削減し地球温暖化対策を加速させます。

方針
3

CO2 排出量

●尼崎市域全体で令和32年（2050年）度にCO2 排出量を実質ゼロとする経路（イメージ）

※既計画➡尼崎市地球温暖化対策推進計画　　出典：脱炭素社会に向けた尼崎市の取組

汚水ポンプ設備

終末処理施設や水処理施設へ汚水
を圧送するためのポンプ

水処理施設へ空気を送る送風機 下水処理での池状施設の底に溜
まった泥を集める設備
出典：公社 日本下水道協会

環
境
負
荷
の
低
減

Ⅲ

水処理設備
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高効率機器の導入による省エネルギー化と
下水道資源の有効利用による創エネルギー化

省エネルギー対策
高効率機器を導入し電気使用量を減らします
　地球温暖化対策のためには、使用しているエネルギー量を減らすことが重要です。
　本市の下水道施設では省エネルギー対策として、老朽化対策や高度処理化に合わせた設備更新の際に、次
のような取組を行います。

■更新に合わせた高効率設備の導入
❶汚水処理工程の反応タンクにある散気装置（エアレーション（水槽にあるブクブクのようなもの））に、超微

細気泡型（メンブレンパネル）を導入し送風量を削減します。
❷ポンプ設備へ回転数制御を導入し、流入量に合わせた効率の良い運転を行います。
❸高度センサー制御システムを導入し送風量を削減することで、施設運用の効率化を図ります。

取組
5

環
境
負
荷
の
低
減

Ⅲ 最終
目標

カーボンニュートラルの確立
　　　　　　　　 （30年間）

5
10年間の

目標

CO2 排出量▶15％削減
　　　　　　  （2013年比）

5

これらの取組はいずれも施設運用の適正化を行うもので、
電気使用量を削減でき、省エネ化につながります。

●散気装置の仕組みについて（新旧比較）

送風量
削減

電気使用量
削減

小さな気泡を発生させることにより下水中に酸素が
溶け込みやすくなるため、送風量が抑えられる

（反応タンク）
従来の散気装置

送風機

（反応タンク）
超微細気泡型散気装置

送風機
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創エネルギー対策
資源を有効利用し新たなエネルギーを創ります
　下水道では水、汚泥、熱等多くの利用可能な資源（下水道資源）を有しているため、それらを再利用し新た
なエネルギー（電力等）を生み出すことでエネルギーの自立化を目指します。

■下水道施設の上部空間や施設用地の有効利用など
　 令和 32 年（2050 年）までに下水道施設へ太陽光発電システム等の導入をします。
■処理場で浄化された水の利用の拡充
　 散水や水洗用水への利用を拡充します。 環

境
負
荷
の
低
減

Ⅲ

【参考】（令和 8 年（2026年）より順次、供用開始予定）
兵庫県では、本市の下水から発生する汚泥を処理しており、兵庫東流域下水汚泥広域処理場（県の流域下水道施設）にて、
施設の老朽化による更新に合わせて消化ガス発電システムと下水汚泥固形燃料化設備を導入し、新たなエネルギーを創り出
す取組を進めています。

●下水道施設における
　CO2 排出状況

　本市下水道事業では、
特にポンプ設備や水処理
設備でのエネルギー消費
量が多く、下水道施設の
約97%を占めています。
　なお、汚泥処理設備で
のエネルギー消費の割合
が 3% と少ないのは、本
市の下水汚泥を兵庫県の
広域施設で処理している
ためです。

　令和5年（2023年）度末までに新たに「下水道温暖化対策推進計画」を策定します。
　この計画は下水道施設から排出される CO2 を算定・把握・評価することを目的とし、
策定する計画をもとに、効率的な CO2 排出抑制対策を立案し、今後の取組に反映
させます。

下水道
温暖化対策
推進計画の作成

●バイオガス発電システムと下水汚泥固形燃料化設備のイメージ

平成 25 年（2013 年）の実績

水処理設備
3320

ポンプ設備／
共通設備
4097

汚泥処理設備
198

約3%

約97% 【単位は（t-CO2）】

汚泥濃縮設備

濃縮汚泥

消化施設

※災害時は汚泥貯留
　機能を有する

ガス貯留施設

汚泥脱水設備

バイオガス
余剰分を売却

固形燃料固形燃料化施設
２基

バイオマス発電
事業者に売却

補助燃料として

場内利用

濃縮汚泥濃縮汚泥汚泥 濃縮汚泥消化汚泥 濃縮汚泥脱水汚泥

発電
バイオガス

（2・3号焼却代替施設）
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高度処理とは？
　高度処理とは、これまで本市の浄化センターで行ってきた処理方法（①標準活性汚泥法）では十分取り除
くことができない、窒素やリンを取り除くための方法です。
　処理方式としては様々なものがありますが、本市では「②凝集剤併用型ステップ流入式多段消化脱窒法」
の導入を進めています。
　下水が最終的に流入する浄化センターでは、反応タンクで微生物の集まり（活性汚泥）と下水を混ぜて空
気を吹き込む池があり、活性汚泥が、下水に溶けた空気を呼吸しながら水の汚れを食べ、増殖することで、
水はきれいになっていきます。
　①・②の大きな違いはこの反応タンクにあります。
　①では、反応タンクが 1つの大きな池として存在していますが、②では、池内に仕切りを設け酸素のある
池とない池を分けることで、より効率的に窒素除去を行うことができ、凝集剤（ポリ塩化アルミニウム）を添
加することでリンを除去します。

1  標準活性汚泥法

2  凝集剤併用型ステップ流入式多段消化脱窒法（高度処理）

最初沈殿池 最終沈殿池
反応タンク

有

有

有

有

P

P

P

P

P
N

N

N

N

N

空気を送る 空気を送る

汚
泥
処
理
施
設
へ

凝集剤

空気

最初沈殿池

最終沈殿池 ろ過池
放流

無酸素槽 無酸素槽好気槽 好気槽

NO3-

NO3-

P
P

P

N2

NH4＋

NO3-

NO3-

NO3-

P
PP

P P

P P

N2

NH4＋

NO3-

空気を送る 空気を送る

余剰汚泥

有 有

脱窒菌

■凡例

硝化菌

N

有

NO3-

P

NH4＋

N2

窒素

有機物 リン

水の流れ 汚泥の流れ

窒素分子

アンモニウムイオン

硝酸イオン
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合流式下水道の改善とは？
　雨水と汚水を１つの管で処理する合流式下水道では、一定量までの汚水混じりの雨水については、汚水
処理して河川へ放流します。この一定量を「遮集量」といいます。しかし、一定量を超えた汚水混じりの雨水
については、未処理水として直接河川へ放流することになり、放流先での水質の悪化を招くことになります。
そこで、環境負荷の低減のため、建設当初からの遮集量を維持することにより、遮集量に占める雨水の割合
を高め、放流水に含まれている汚水（未処理水）を減らしています。
　そのほかにも雨水貯留浸施設の設置やきょう雑物（ペットボトル等の大きなごみ）の削減を行うことで、さら
なる改善に取り組んでいます。

カーボンニュートラルとは？
　カーボンニュートラルとは、カーボン（carbon）＝炭素、ニュートラル（neutral）＝中間的・中立的という
意味の言葉で成り立っています。人間の活動によるCO2 の排出量が、森林などが吸収可能な量と同等になっ
た状態のカーボンニュートラルは、急速に進む地球温暖化を解決するための世界的に重要な目標です。

人口減少で、汚水（オレンジ）が減っても、汚水として処理する量を変えない。

▼遮集量の維持

雨水として放流

汚水処理して放流

管路断面図
【建設当初】

管路断面図
【合流改善対策時】

簡易処理水

簡易処理施設

高級処理施設

浄化センター
処理水

未処理水

汚水
雨水

管路断面図 ■ 雨水
■ 汚水が混ざった
　 雨水
■ 汚水




